
事理弁識能力を欠く常況にあるＸは、家庭裁判 
所で後見開始の審判を受け、Ｙが成年後見人と 
なった。この場合、ＸがＹの同意なしに単独で近 
所のスーパーで日用品を購入した行為は取消 
すことができる。（1-①） 

不適切。成年被後見人の行為は、成年後見人 
の同意の有無を問わず取り消しうる（民法９条 
本文）。しかし、日用品の購入その他日常生活 
に関する行為については、取り消すことができ 
ない（民法９条但書）。



事理弁識能力が著しく不十分であるＸは、家庭 
裁判所で保佐開始の審判を受け、Ｙが保佐人と 
なった。その後、Ｘは、自己の所有する不動産を 
Ｙの同意なしに第三者Ｚに売却した。Ｘが売却し 
た不動産の価格が適正であったとしても、Ｙは当 
該行為を取消すことができる。（1-②） 

適切。被保佐人は、保佐人の同意なくして不動 
産その他重要な財産に関する権利の得喪を目 
的とする行為をすることができない（民法13条１ 
項３号）。これに反してした行為は、保佐人も取 
り消すことができる（民法13条４項･120条１項）。



１．第１８回 ９－３（２点） 

制限能力者（制限行為能力者）との取引に関する次の①～⑤の記述のうち、その内容が最も 

適切なものを１つだけ選びなさい。 

① 事理弁識能力を欠く常況にあるＸは、家庭裁判所で後見開始の審判を受け、Ｙが成年後見 

人となった。この場合、ＸがＹの同意なしに単独で近所のスーパーで日用品を購入した行為 

は取消すことができる。 

② 事理弁識能力が著しく不十分であるＸは、家庭裁判所で保佐開始の審判を受け、Ｙが保佐 

人となった。その後、Ｘは、自己の所有する不動産をＹの同意なしに第三者Ｚに売却した。 

Ｘが売却した不動産の価格が適正であったとしても、Ｙは当該行為を取消すことができる。 

③ 事理弁識能力が不十分であるＸは、家庭裁判所で補助開始の審判を受け、Ｙが補助人とな 

った。この場合、家庭裁判所はＸが贈与を受けることについてもＹの同意が必要であると定 

めることが可能である。 

④ １７歳のＸが、オートバイの販売店Ｙで原動機付自転車を購入した。その際、Ｘは、原動 

機付自転車の購入に同意する旨のＸの両親の同意書をＹに提示したが、その同意書はＸが偽 

造したものであり、実際にはＸは両親の同意を得ていなかった。この場合、Ｘの両親は当該 

売買契約を取消すことができる。 

⑤ 制限能力者か否かを調査することができるよう、成年後見登録制度が設けられており、法 

務局で法定後見制度に関する事項について、取引の相手方は自由に登記事項証明書を請求す 

ることができる。 

２．第１５回 ４－２（３点） 

ＸはＹとの間でＸが所有するマンションをＹに売却する内容の売買契約を締結した。この 

場合に関する次のア～オの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせとして最も妥当な 

ものを①～⑤の中から１つだけ選びなさい。 

ア Ｘが成年被後見人であった場合、本件契約につき事前に、成年後見人Ａの同意を得ていた 

としても、Ｘは本件契約を取消すことができる。 

イ Ｘが被保佐人であった場合、 本件契約につき事前に、 保佐人Ｂの同意を得ていたとしても、 

Ｘは本件契約を取消すことができる。 

ウ Ｘが被保佐人であった場合、保佐人Ｂは本件契約につき、当然にＸを代理することができ 

る。 

エ Ｘが成年被後見人であり、契約締結時に意思能力がない状態であった場合には、成年後見 

人Ａの同意を得ていたとしても、本件契約は無効となる。 

オ Ｘが被保佐人である場合において、契約締結にあたり、Ｘは自己が能力者である旨をＹに 

信じさせるため詐術を用いた。この場合、保佐人Ｂの事前の同意がなくても、Ｘは本件契約 

を取り消すことができない。 

①アイウ ②アイエ ③アエオ ④イウオ ⑤ウエオ



３．第１４回 ８－４（２点） 

以下の事例を前提に、次のア～エにあげたＸの主張につき、Ｘが善意、悪意にかかわりな 

く認められるものを（ａ）、Ｘが善意であれば認められるものを（ｂ）、Ｘが善意・無過失の 

場合のみ認められるものを（ｃ）、と分類した組み合わせとして最も適切なものを①～⑤の中 

から１つだけ選びなさい。 

Ｘは、Ｙの代理人と称するＺとの間で、Ｙから委任状の提示を受けた上でＹが所有する土 

地につき売買契約を締結した。しかし、実は、Ｙは、Ｚに対しては、当該土地の不動産登記 

全部事項証明書取得の権限しか与えておらず、委任状は、その登記全部事項証明書取得に使 

用させるために白紙でＺに対して交付したものであった。 

ア．Ｙに対する土地所有権移転登記手続請求 

イ．本件売買契約の取消 

ウ．Ｚに対する損害賠償請求 

エ．Ｙに対する追認するか否かの確答を求める催告 

① ア－（ａ） イ－（ｂ） ウ－（ｂ） エ－（ｃ） 

② ア－（ａ） イ－（ｃ） ウ－（ａ） エ－（ｂ） 

③ ア－（ｂ） イ－（ａ） ウ－（ｃ） エ－（ｃ） 

④ ア－（ｃ） イ－（ｂ） ウ－（ｃ） エ－（ａ） 

⑤ ア－（ｃ） イ－（ａ） ウ－（ｂ） エ－（ａ） 

４．第１４回 ３－１（３点） 

不動産の登記には、理論上、対抗力、推定力、公信力の３つの効力が考えられる。（わが国 

では登記には対抗力、推定力しか認められていない）。下記の登記の３つの効力（Ａ～Ｃ）と 

その説明（ア～ウ）及びそれぞれの効力が関わる事例（甲～丙）の組み合わせとして最も妥 

当なものを下記①～⑤の中から１つだけ選びなさい。 

Ａ．対抗力 Ｂ．推定力 Ｃ．公信力 

ア．登記を過失なくして信頼して取引をした者に真実の権利関係が存在したのと同様の権利 

取得を認める効力。 

イ．物権変動があったことを当事者以外の第三者に法律上主張することができる効力。 

ウ．公示された権利関係が存在しないと主張する者は、その反証をあげなければならず、反 

証がなければ登記通りの権利関係が認められる効力。 

甲．Ｘがその所有する不動産をＹ・Ｚに二重譲渡し、Ｚが先に登記を備え、ＺがＹに優先し 

不動産の所有権を取得した。 

乙．真実の所有者Ｘがその不動産の登記名義をＹにしていたが、Ｙが勝手に当該不動産をＺ 

に売却し、Ｚは登記を信頼して当該不動産を取得した。



丙．真実の所有者Ｘがその不動産の登記名義をＹにしていたが、Ｙが勝手に当該不動産をＺに 

売却したのに対して、Ｘは当該不動産の所有権が自己にあること立証できなかった。 

① Ａ－イ－甲 Ｂ－ア－丙 Ｃ－ウ－乙 

② Ａ－ア－乙 Ｂ－イ－甲 Ｃ－ウ－丙 

③ Ａ－ウ－乙 Ｂ－ア－乙 Ｃ－イ－甲 

④ Ａ－イ－甲 Ｂ－ウ－丙 Ｃ－ア－乙 

⑤ Ａ－ウ－乙 Ｂ－ア－丙 Ｃ－イ－甲
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